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彦根市立病院は
「地域医療支援病院」に

承認されました
　3 月に市立病院は滋賀県から「地域医療
支援病院」の承認を受けました。

「地域医療支援病院」の役割
▶地域の医療機関から紹介のあった患者さ

んへの高度な医療の提供
▶24時間365日にわたる救急医療の提供
▶医療機器や入院設備の共同利用
▶地域の医療従事者に対する研修の実施　

など
　医療は患者さんにとって身近である地域
で提供されることが望ましいという考え方
に基づき、「かかりつけ医」など地域の医療機
関を後方支援することを目的としています。
　今後も、地域全体でより質の高い医療が
提供できるよう、地域の医療機関との連携
強化に努めていきます。

　問い合わせ先
　　市立病院経営戦略室
　　☎ 22-6050
　　（内線 3524）、
　　FAX26-0754
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　観光客の滞在時間の延長、湖東地域（1 市 4 町）

への周遊の促進を目的として、京橋口観光駐車場内
の京橋口休憩所に、彦根市レンタサイクル「めぐり
んこ」の新たな貸出場所「彦根城京橋口サイクルス
テーション」をオープンします。
貸出開始日　4 月 28 日㈯
利用時間帯　10：00 〜 18：00（水曜日、年末年始

は休み）

※貸出台数は 15 台程度（電動アシスト 5 台、クロスバ
イク 10 台程度、ロードバイクはありません）

問い合わせ先　ＮＰＯ法人五環生活☎・FAX26-
1463

彦根市レンタサイクル「めぐりんこ」
彦根城京橋口サイクルステーションをオープンします

タンデム自転車に乗ってみよう
　4 月から県内の一般公道でタンデム自転車の走行が
可能になりました（乗車定員 2 人まで）。タンデム自転車
とは、複数のサドルとペダルを装備し、複数人が前後
に並んで乗り、同時に駆動ができる自転車のことです。
　市では、彦根城京橋口サイクルステーション限定で
タンデム自転車のレンタル
を始めます。家族や友人な
ど、二人乗り自転車に乗っ
て、市内をゆったり回って
みませんか。

ごみの減量と資源化トピックス
家庭用生ごみ処理機ってどう役立つの？

　市では、生ごみ処理機を購入した人を対象に補助金を交付し
ています。補助金の交付を受けた人を対象に実施したアンケー
ト調査（※）の結果を紹介します（詳細は、彦根市ホームページにも
掲載しています）。
※「平成 29 年度家庭用生ごみ処理機の使用状況に係るアンケート調査」

問い合わせ先　 生活環境課☎ 30-6116、FAX27-0395

購入した理由は？

「ごみの減量に貢献できる」「生ごみの
保管場所や臭いなどの問題が解消する」

「補助金があるから」など

使用頻度は？
▶約４割の人が毎日使用（約８割の人が週

に１日以上使用）

処理後にできる「乾燥
した生ごみ」や「堆

た い

肥
ひ

」
の使い道は？

▶約６割の人は庭や畑で
利用（完全に堆肥化してい
るものではない）

▶約３割の人は、量を減
らした上で燃やすごみ
に捨てている。

使用して良かったことは？

「ごみの量が減らせたこと」
「生ごみがいつでも処理で
きること」など

使用して良くなかったことは？

「機械音が気になった」
「処理に時間がかかった」
「電気代がかかった」「処理でき
ないものがある」など

▲電気式

▼手動撹拌（かくはん）式

　約９割の人は、乾燥式（熱風で水分を蒸
発させることにより、生ごみを小さくし量
を減らすタイプ）を使用しています。
※微生物の力を借りて、生ごみを分解する

タイプもあります。

　今回のアンケートでは、長年継続して利用している人が多く、約７割の人が再度購入すると回答しています（補
助金の支払いが決まった日から５年を経過した場合、再購入の際にも補助を受けることができます）。環境負荷となるごみをで
きる限り減らし、貴重な資源を有効に活用するためにも、生ごみの減量化・リサイクルを進めましょう。


